
建 設 委 員 会 資 料

平成 29 年 4 月 21 日

都 市 環 境 部 都 市 開 発 課

大崎三丁目地区（大崎駅西口 F南地区）等の再開発計画について 

大崎三丁目地区については、再開発準備組合によって開発計画がとりまとめられ、近隣 

住民説明会が開催されました。 

１．事業地  品川区大崎三丁目７番地（面積：約 0.6ｈa） 

２．これまでの経緯 

平成 18 年 10 月  再開発協議会発足

   平成 19 年 8 月   大崎三丁目地区市街地再開発準備組合設立 

３．再開発準備組合による近隣住民説明会 

   ①日  時 ：平成 29 年 4 月 13 日(木),14 日(金)19 時～ 16 日(日)10 時～・13 時～ 

   ②対象区域 ：計画敷地から、計画建物の高さの 2倍の範囲（約 4,500 世帯 別紙 1） 

   ③配布資料 ：大崎駅西口 F南・E西地区開発計画説明会資料（別紙 2） 

 ４．その他の事業 

 大崎駅西口 E西地区については、㈱明電舎により、再開発事業と連携した事業実施を予定。 

  ５．今後の予定 

事業者から企画提案が区に提出されると、都市計画の変更等を進めていくことになります。 

 【必要な都市計画】 

・大崎駅西口地区地区計画の変更（都決定） 

  ・大崎三丁目地区第一種市街地再開発事業 

の決定（区決定） 

  ・高度地区の変更（区決定） 

  ・防火、準防火地域の変更（区決定） 

【手続きの流れ】 

 ・都市計画原案の縦覧および説明会開催    

・都市計画案の縦覧 

・都市計画審議会 

・都市計画決定・告示 
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